
 

   職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則の一部改正について 

 

  平成28年12月21日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正により、介護時

間制度が新設されることに伴い、勤務実績報告書の記入対象及び給与支給機

関等に対する通知について、所要の改正をしようとするものである。  

 

第２ 規則案の内容 

 (1) 勤務実績報告書に記入する給与が減額される時間について、対象に「介

護時間」を追加すること。（第７条関係） 

 (2) 職員の転出に際して所属機関の長が転出先に通知する事項について、

「介護時間」を追加し、あわせて所要の整備をすること。（第12条関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

   平成29年１月１日から施行すること。 
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 職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年12月 日 

                                            岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則（昭和38年岩手県人事委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第７条 勤務実績報告書には、給与支給権者が各職員につきそ

の勤務を管理するため作成する記録（以下「出勤簿等」とい

う。）及び勤務記録簿に基づいて次に掲げる事項を記入する

ものとする。 

第７条 勤務実績報告書には、給与支給権者が各職員につきそ

の勤務を管理するため作成する記録（以下「出勤簿等」とい

う。）及び勤務記録簿に基づいて次に掲げる事項を記入する

ものとする。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 給与条例第31条第１項、給与等条例第27条第１項、職

員の育児休業等に関する条例（平成４年岩手県条例第７号

）第21条、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（

平成６年岩手県条例第57号。以下「勤務時間等条例」とい

う。）第16条第３項又は職員の修学部分休業に関する条例

（平成17年岩手県条例第20号）第４条の規定により給与が

減額される時間 

 (３) 給与条例第31条第１項、給与等条例第27条第１項、職

員の育児休業等に関する条例（平成４年岩手県条例第７号

）第21条、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（

平成６年岩手県条例第57号。以下「勤務時間等条例」とい

う。）第16条第３項（勤務時間等条例第16条の２第３項に

おいて準用する場合を含む。）又は職員の修学部分休業に

関する条例（平成17年岩手県条例第20号）第４条の規定に

より給与が減額される時間 

 (４)～(７) ［略］  (４)～(７) ［略］ 

 （給与支給機関等に対する通知）  （給与支給機関等に対する通知） 

第12条 ［略］ 第12条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 所属機関の長は、職員が転出した場合には、出勤簿等に基

づき、当該職員の当該給与期間における当該転出の日の前日

までの週休日（勤務時間等条例第３条第１項又は給与等条例

第26条の２第１項に規定する週休日をいう。）の日数、当該

転出後の勤勉手当の額の算定に際しその者の勤務成績を判定

する対象となる期間中の欠勤（正規の勤務時間中に勤務しな

いために給与を減額される場合をいう。）、病気休暇及び介

護休暇（勤務時間等条例第12条又は給与等条例第26条の12第

１項に規定する病気休暇及び介護休暇をいう。）、育児休業

（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

110号。以下「育児休業法」という。）第２条又は第19条の

規定に基づく育児休業又は部分休業をいう。）、育児短時間

勤務（育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤務（

同法第17条に規定する短時間勤務を含む。）をいう。）、自

己啓発等休業（法第26条の５第１項に規定する自己啓発等休

業をいう。）、配偶者同行休業（法第26条の６第１項に規定

４ 所属機関の長は、職員が転出した場合には、出勤簿等に基

づき、当該職員の当該給与期間における当該転出の日の前日

までの週休日（勤務時間等条例第３条第１項又は給与等条例

第26条の２第１項に規定する週休日をいう。）の日数、当該

転出後の勤勉手当の額の算定に際しその者の勤務成績を判定

する対象となる期間中の欠勤（正規の勤務時間中に勤務しな

いために給与を減額される場合をいう。）、病気休暇、介護

休暇及び介護時間（勤務時間等条例第12条又は給与等条例第

26条の12第１項に規定する病気休暇、介護休暇及び介護時間

をいう。）、育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」という。）

第２条又は第19条の規定に基づく育児休業又は部分休業をい

う。）、育児短時間勤務（育児休業法第10条第１項に規定す

る育児短時間勤務（育児休業法第17条の規定による短時間勤

務を含む。）をいう。）、自己啓発等休業（法第26条の５第

１項に規定する自己啓発等休業をいう。）、配偶者同行休業
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する配偶者同行休業をいう。）並びに修学部分休業（法第26

条の２に規定する修学部分休業をいう。）の日数及び時間数

並びにその他必要とする事項を記入し、これを文書で当該職

員が新たに所属することとなった所属機関の長に通知するも

のとする。この場合において、当該職員が給与等条例の適用

を受ける者であるときは、従前当該職員を所管していた教育

事務所長が新たに当該職員を所管することとなる教育事務所

長に対してするものとする。 

（法第26条の６第１項に規定する配偶者同行休業をいう。）

並びに修学部分休業（法第26条の２第１項に規定する修学部

分休業をいう。）の日数及び時間数並びにその他必要とする

事項を記入し、これを文書で当該職員が新たに所属すること

となった所属機関の長に通知するものとする。この場合にお

いて、当該職員が給与等条例の適用を受ける者であるときは

、従前当該職員を所管していた教育事務所長が新たに当該職

員を所管することとなる教育事務所長に対してするものとす

る。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成29年１月１日から施行する。 
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職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則の一部改正について 

１ 改正の趣旨                                      

  職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正に伴い、職員の給与簿及び給与の

支払監理に関する規則の改正をしようとするもの。 

２ 平成 28年人事委員会報告と条例改正の内容                        

項目 人事委員会報告の内容 条例改正の内容 

両立支援の 

推進 

任命権者においては、今後、育児休業等に係る子の

範囲の拡大、介護休暇の分割、介護時間の新設等の育

児・介護に関する国の法令改正の動向を踏まえ、適切

に対応するとともに、全ての職員が安心して働き続け

ることができるよう、休暇制度の拡充や職場の支援体

制の構築について検討を行うことが必要と考える。 

国の例に準じて、 

介護時間制度を新設 

３ 改正案                                      

 ⑴ 第７条第３号（勤務実績報告書について） 

   勤務実績報告書に記入する給与が減額される時間について、対象に介護時間を追加するも

のである。 

 

 ⑵ 第 12条第４項（所属機関の長が行う通知について） 

   職員が転出した場合に所属機関の長は当該職員が新たに所属することとなった所属機関の

長に、勤勉手当算定期間中に取得した休暇等の日数及び時間数等を通知するものとしている。 

  【通知するものとしている休暇等】 

   期間中の欠勤／病気休暇／介護休暇／育児休業／育児短時間勤務／自己啓発等休業 

   配偶者同行休業／修学部分休業 

   今般の介護時間制度の新設に伴い、上記休暇等に介護時間を追加し、併せて所要の整備を

するものである。 

４ 施行期日                                      

  平成 29年１月１日から施行すること。 

人事委員会協議済 

（H28.12.8） 
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